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(57)【要約】
【課題】
　傾斜パイル地を吸込口底面に配置した電気掃除機にお
いて、絨毯やカーペットなどの起毛した布地に絡まった
毛髪、ペットの毛等、繊維形状の塵埃を効果的に、持続
的に除塵することと、人手によらないで、パイル地に集
塵された塵埃を、電気掃除機の集塵室に送る。
【解決手段】
　吸込口体底面において、吸込口２２と排出口２３の間
に傾斜パイル地が貼られた回動する半円筒集塵体２６と
、それぞれに対向する位置に除塵体２７－２、２８－２
を配置する。
パイル地が摺動している間、前記半円筒集塵体２６の少
なくとも片側の上縁が通風路２４に位置するように、半
円筒集塵体２６の寸法と配置する位置を調整する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気掃除機の吸込口体において、前方部下面に吸込口と、後部背面に掃除機本体と連通
する排出口を設け、前記吸込口と前記排出口の間の通風路下側に、床に面する開口を設け
、前記開口部を塞ぐ位置に、パイル地が貼られた回動する半円筒集塵体を設け、
前記開口部を形成する前側と後側の側壁に、前記半円筒集塵体表面のパイル地と対向し
摺接するパイル地が貼られた除塵体を設け、
前記半円筒集塵体の外周の略中央部又は両末端縁部又は中央部から末端縁部の間に、面長
方向に細長状で、半径方向外側に向けて突出した突起体を形成し、
前記半円筒集塵体の回転軸が、吸込口体幅方向に平行で、開口の中心に位置しており、半
円筒集塵体の寸法は、開口を塞げる面長、半径とし、
半円筒集塵体の底部が吸込口体底面から、床方向に露出し床と接触し、
吸込口体を前進、後進したときの回動停止位置において、半円筒集塵体の少なくとも上
縁部が前記通風路に入るように、前記半円筒集塵体の回転軸高さ、及び半径を設定したこ
とを特徴とする吸込口体。
【請求項２】
前記半円筒集塵体に貼られたパイル地において、半径方向に対し右側に傾斜したパイル地
が半円筒集塵体表面の吸込口体前方側に設けられ、半径方向に対し左側に傾斜したパイル
地が半円筒集塵体表面の吸込口体後方側に設けられ、
前記開口部を形成する前側と後ろ側の壁に設置された除塵体に貼られたパイル地において
、摺接する前記半円筒集塵体のパイル地に対し、それぞれ逆方向に傾斜したパイル地が貼
られたことを特徴とする請求項１に記載の吸込口体。
【請求項３】
　前記半円筒集塵体に貼られたパイル地の表面に、起毛した繊維長よりも長い可撓性の柔
軟な針状突起体が複数個設けられたことを特徴とする請求項１に記載の吸込口体。
【請求項４】
　前記半円筒集塵体の上面が板で塞がれていることを特徴とする請求項１、請求項２、請
求項３、請求項４のいずれかに記載の吸込口体。
【請求項５】
　請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５のいずれかの吸込口体を有するこ
とを特徴とした電気掃除機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸込口体に設けるブラシ及びこれを有する電気掃除機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　吸込口体を設けた電気掃除機はフローリングのような硬い床面に対しては、高い除塵効
果を有しているが、絨毯やカーペットなどの起毛した布地に絡まった毛髪、ペットの毛等
、繊維形状の塵埃を除塵する効果は小さかった。
一方このような起毛布地に絡まった繊維形状の塵埃に対しては、傾斜パイル地で起毛布地
の表面を擦ることが有効であり、傾斜パイル地を、吸込口の底面に設けることが知られて
いる。（特許文献１、特許文献２）
また、手動の清掃器具においては、回動する半円筒体に傾斜パイル地が取り付けられ、そ
れと摺接する位置に傾斜パイル地が取り付けられ、床からの塵埃の捕塵と、それを清掃器
具上部に排出する機構を持つ掃除機が発明され、販売されている。（特許文献３、特許文
献４）
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２２４５３７
【特許文献２】特開２００３－２６５３７５
【特許文献３】特開昭５６－１４８３２８
【特許文献４】特開２００９－２０７６４６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、特許文献２のように傾斜パイル地を、真空掃除機の吸込口体の底部に取り
付け、絨毯等の上で吸込口体を前後に移動することによって、繊維形状の塵埃が、パイル
地に集塵される。この塵埃は、パイル地に絡み取られているため、ノズルに向かう負圧に
よる空気流のみでは、付着した繊維状の塵を完全に取り除くのは困難であり、少しずつ塵
埃でパイル地表面が覆われ、清掃効果が低下していく。最終的には、ブラシ等を使用して
、パイル地から取り除く必要がある。
それに対し、特許文献３、特許文献４の手動掃除機では、パイル地表面に付着した塵埃が
、対向する位置に設けた除塵パイル地との摺接によって、回動するパイル地の上縁に集ま
り、上蓋側に自動で集塵され埃清掃効果が保たれる。しかしながら、頻繁に上蓋を開け、
捕集された塵を排出しなければならず、手も汚れ、また塵埃を吸引してしまう恐れもある
。
そこで、本発明で解決する課題は、電気掃除機を用い、絨毯やカーペットなどの起毛した
布地に絡まった毛髪、ペットの毛等、繊維形状の塵埃を効果的に、持続的に除塵すること
と、人手によらないで、パイル地に集塵された塵埃を、電気掃除機の集塵室に送ることで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、前記課題を解決するため鋭意検討した結果なされたもので、特許文献３、特
許文献４のパイル地上縁に集塵する機構を吸込口体内部に設け、集まった塵埃を、負圧に
よる空気流を利用して、連続的に取り除き、電気掃除機本体の集塵室に送り込むことを特
徴としたものである。
【０００６】
請求項１に記載の発明にあたっては、電気掃除機の吸込口体において、前方部下面に吸
込口と、後部背面に掃除機本体と連通する排出口を設け、前記吸込口と前記排出口の間の
通風路下側に、床に面する開口を設け、前記開口部を塞ぐ位置に、パイル地が貼られた回
動する半円筒集塵体を設け、前記開口部を形成する前側と後側の側壁に、前記半円筒集塵
体表面のパイル地と対向し摺接するパイル地が貼られた除塵体を設け、前記半円筒集塵体
の外周の略中央部又は両末端縁部又は中央部から末端縁部の間に、面長方向に細長状で、
半径方向外側に向けて突出した突起体を形成し、前記半円筒集塵体の回転軸が、吸込口体
幅方向に平行で、開口の中心に位置しており、半円筒集塵体の寸法は、開口を塞げる面長
、半径とし、半円筒集塵体の底部が吸込口体底面から、床方向に露出し床と接触し、吸込
口体を前進、後進したときの回動停止位置において、半円筒集塵体の少なくとも上縁部が
前記通風路に入るように、前記半円筒集塵体の回転軸高さ、及び半径を設定したことを特
徴とするものである。
【０００７】
請求項２に記載の発明にあたっては、前記半円筒集塵体に貼られたパイル地において、半
径方向に対し右側に傾斜したパイル地が半円筒集塵体表面の吸込口体前方側に設けられ、
半径方向に対し左側に傾斜したパイル地が半円筒集塵体表面の吸込口体後方側に設けられ
、
前記開口部を形成する前側と後ろ側の壁に設置された除塵体に貼られたパイル地において
、摺接する前記半円筒集塵体のパイル地に対し、それぞれ逆方向に傾斜したパイル地が貼
られたことを特徴とするものである。
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【０００８】
　請求項３に記載の発明にあたっては、前記半円筒集塵体に貼られたパイル地の表面に、
起毛した繊維長よりも長い可撓性の柔軟な針状突起体が複数個設けられたことを特徴とす
るものである。
【０００９】
　請求項４に記載の発明にあたっては、前記半円筒集塵体の上面が塞がれていることを特
徴とするものである。
【００１０】
　請求５に記載の発明にあたっては、請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項
５のいずれかの吸込口体を有することを特徴とした電気掃除機である。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、吸込口体を、前後に数回往復することによって、絨毯やカーペットなど
の起毛した布地に絡まった毛髪、ペットの毛等、繊維形状の塵埃を、効果的に、持続して
、手を汚すことなく除塵できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の吸込口体を取り付けた電気掃除機の全体図
【図２】本発明の吸込口体の斜視図
【図３】本発明の吸い込み口体の断面斜視図
【図４】本発明の吸い込み口体に実施の形態１での半円筒集塵体を取り付けた吸込口体の
断面斜視図
【図５】本発明の吸込口体を前方に摺動したときの半円筒集塵体近傍の断面図
【図６】本発明の吸込口体を後方に摺動したときの半円筒集塵体近傍の断面図
【図７】本発明の実施の形態１における、半円筒集塵体、除塵体の断面図
【図８】本発明の実施の形態１における、集塵された塵の状態を示す断面斜視図。
【図９】吸込口体での空気流を示した断面斜視図
【図１０】本発明の実施の形態２における、半円筒集塵体の断面図
【図１１】本発明の実施の形態３における、半円筒集塵体の斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明における吸込口体を有する電気掃除機の実施の形態を図面に基づいて説明す
る。
図１は、電気掃除機の外観の斜視図である。１１は電動送風機、サイクロン集塵室などが
内蔵された電気掃除機本体、１３は掃除機本体の吸込口部１２に一端が接続され他端が手
元操作管１４に接続されたホース、手元操作管１４には、延長管１５を介して吸込口体２
１が接続されている。
吸込口体２１においては、図２、図３に示した通り、前方部下面に吸込口２２と、後部背
面に掃除機本体と連通する排出口２３が設けられ、吸込口２２から排出口２３の間にある
通風路２４の下側に、床に面する開口部２５が設けられる。
【００１４】
　図４に示したように、吸込口体２１において、開口部２５を塞ぐ位置に、パイル地が貼
られた回動する半円筒集塵体２６が設けられている。更に開口部２５を形成する前側の壁
２７－１と後側の側壁２８－１に、前記半円筒集塵体表面のパイル地と対向し摺接する位
置にパイル地が貼られた前方除塵体２７－２、後方除塵体２８－２が設けられている。
ここで半円筒集塵体２６の寸法は、開口を塞ぐ面長、直径とし、電動掃除機で吸引したと
きの開口部からの吸引を極力少なくし、また前方除塵体２７－２、後方除塵体２８－２は
バネによって半円筒集塵体２６に押され隙間を少なくし、吸込口２２での吸引力を下げな
いようにしている。
半円筒集塵体２６の一部は床方向に露出し、床と接触し、吸込口体を前後に移動したとき
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に回転する。図５は前方に吸い込み口体を移動したときの半円筒集塵体２６、前方除塵体
２７－２、後方除塵体２８－２の拡大図で、図６は前方に吸い込み口体を移動したときの
半円筒集塵体２６、前方除塵体２７－２、後方除塵体２８－２の拡大図である。
【００１５】
（実施の形態１）
図７に示したように、半円筒集塵体２６の吸込口体前方側にある前方パイル地２６－１は
、半径方向に対し右側に傾斜した傾斜パイル地であり、吸込口体後方側にある後方パイル
地２６－２は、半径方向に対し左側に傾斜した傾斜パイル地である。更に開口部を形成す
る前側の側壁に取り付けられた前方除塵体２７－２と後ろ側の側壁に取り付けられた後方
除塵体２８－２はバネによって半円筒集塵体のパイル地と接触する。前方除塵体２７－２
には、前方パイル地２６－１と逆方向に傾斜したパイル地が貼られ、後方除塵体２８－２
には、後方パイル地２６－２と逆方向に傾斜したパイル地が貼られている。なお図中、パ
イル地の部分は破線で示してある。
【００１６】
また前方パイル地２６－１と後方パイル地２６－２の間には、面長方向に細長状で、半径
方向外側に向けて突出した突起体２９が形成されており、吸込口体２１が前方に移動した
ときに、床との摩擦力によって半円筒集塵体２６が反時計回りに回転し、突起体２９が後
方除塵体２８－２の下面に当たり回転が停止する。吸込口体２１を更に前方に進めること
によって、前方パイル地２６－１が床面と摺動し、集塵が行われる。
【００１７】
次に、吸込口体を後方側に移動すると、半円筒集塵体２６が時計回りに回転し、突起体２
９が前方除塵体２７－２の下面に当たり回転が停止する。吸込口体２１を更に後方に進め
ることによって、後方パイル地２６－２が床面と摺動し、集塵が行われる。
【００１８】
　再度、吸込口体を前方側に移動すると、前方パイル地２６－１に付着していた塵埃が、
前方除塵体２７－２に捕塵される。
　更に、吸込口体を後方側に移動することによって、前方除塵体２７－２に集塵されてい
た塵埃が、前方パイル地２６－１の上縁に移る。この集塵された塵埃Ｂの状態を図８に示
した。また後方パイル地２６－２に集塵されていた塵埃が、後方除塵体２８－２に捕塵さ
れる。
このとき、図９の空気流Aで示したように、半円筒集塵体２６の前方側の上縁部が通風路
２４に入るように、半円筒集塵体の回転軸高さ、及び直径が設定されており、前方パイル
地２６－１の上縁に集塵された塵埃Ｂは、空気流によって、電気掃除機本体のサイクロン
集塵室に運ばれる。
【００１９】
ここから更に、吸込口体を前方側に移動することによって、後方除塵体２７－２に集塵さ
れていた塵埃が、後方パイル地２６－２の上縁に移る。この塵埃は、前記同様の空気流Ａ
によって、サイクロン集塵室に運ばれる。
このように吸込口体を前後に数回往復することによって、起毛布に絡まった繊維状の塵埃
を、手を汚さずに効果的に取り除くことができる。なお塵埃は集塵され大きくなっている
ので、サイクロン部で更に分離されやすくなっている。
なお、前方パイル地２６－１と後方パイル地２６－２の周長は、異なっていても構わない
。またどちらか一方の位置に傾斜パイル地が貼られ、他方には無くても構わない。
【００２０】
（実施の形態２）
　図１０に示したように、起毛した繊維長よりも長い可撓性の針状突起体２９が半径方向
外側に複数個設けられている前方パイル地２６－３と後方パイル地２６－４が貼られた半
円筒集塵体２６を使用する。
　床に敷いた起毛布の内部に、塵埃が潜り込み、パイルが届かない場合がある。その状態
でも、細長突起が塵埃をパイル地表面に掻き出し、それをパイル地が捕集する。針状突起



(6) JP 2012-205799 A 2012.10.25

10

20

30

体３０はゴム状の柔らかな可撓性の材料から成っており床を傷つけることがない。
【００２１】
（実施の形態３）
　図１１に示したように、半円筒集塵体２６の上面部が閉じられている。これによって、
円筒内側に、塵埃が落ちて溜まることが無くなり、随時電気掃除機本体の集塵室に塵埃が
運ばれる。
　なお、上面部は平坦である必要は無く、凹形状、凸形状でも構わない。それぞれ２６－
５、２６－６、２６－７で示している。
【符号の説明】
【００２２】
１１は電気掃除機本体
１２は電気掃除機本体の吸込口部
１３はホース
１４は手元操作管
１５は延長管
２１は吸込口体
２２は吸込口
２３は排出口
２４は通風路
２５は開口部
２６は半円筒集塵体
２６－１は前方パイル地
２６－２は後方パイル地
２６－３は針状突起体が設けられた前方パイル地
２６－４は針状突起体が設けられた後方パイル地
２６－５は上面が平坦な板で覆われた半円筒集塵体
２６－６は上面が下に凸な板で覆われた半円筒集塵体
２６－７は上面が上に凸な板で覆われた半円筒集塵体
２７－１は開口部前側の壁
２７－２は前方除塵体
２８－１は開口部後ろ側の壁
２８－２は後方除塵体
２９は突起体
３０は針状突起体
Ａは空気流
Ｂは集塵された塵
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